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１ 本書の目的
この手引は、群馬県行政手続条例第5条第1項の規定により、宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「盛土規制法」

という。）の規定に基づく盛土等の許可などの基準を定めるものです。

凡 例

法 律 ・・・宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）

政 令 ・・・宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号）

省 令 ・・・宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和 37 年建設省令第 3 号）

細 則 ・・・群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則（令和 7 年３月２８日群馬県規則第２７号）

告 示 ・・・建設省告示、国土交通省告示

２ 内容
この手引は、主に「例規」、「解説」、「審査基準」、「☛Point」、「行政指導指針」から成ります。各項目の記載内容は、以

下のとおりです。

例 規：関係する法律、政令、省令、条例及び細則の条文を記載しています。
解   説：例規について、解釈に差異が生じないよう、県における具体的な法の解釈を記載しています。
審 査 基 準 ：法令へ適合しているかをどのような基準で判断するかを具体的に記載しています。
☛ P o i n t ：参考にした書籍等、補足情報を記載しています。
行政指導指針：法令によらないものの、適合することが望ましい基準を記載しています。

３ 適用及び運用
この手引は、盛土規制法の規定に基づく工事に適用します。ただし、当該工事に関して他の法令による規制がある場合に

は、当該法令にも適合させてください。
なお、本手引の適用が困難又は不適当な場合等については、法令に定める技術的基準への適合を損なわない範囲にお

いて、本手引によらないことができます。また、本手引に記載がない事項については、「盛土等防災マニュアルの解説」等、一般
的に認められている他の技術的指針等を参考としてください。
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